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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第33期
第２四半期
連結累計期間

第34期
第２四半期
連結累計期間

第33期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （千円） 11,125,715 1,948,767 23,919,487

経常利益又は経常損失（△） （千円） △76,463 105,577 18,111

親会社株主に帰属する四半期純利

益又は親会社株主に帰属する四半

期（当期）純損失（△）

（千円） △81,473 71,214 △6,508

四半期包括利益又は包括利益 （千円） △81,473 71,214 △6,508

純資産額 （千円） 4,491,878 4,587,180 4,566,843

総資産額 （千円） 8,693,994 8,474,673 8,914,173

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失

（△）

（円） △16.01 14.00 △1.28

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 51.7 54.1 51.2

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 98,929 388,827 214,741

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △28,367 △16,205 △29,082

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △221,457 △221,248 △391,798

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（千円） 1,648,845 1,744,974 1,593,601

 

回次
第33期
第２四半期
連結会計期間

第34期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 8.64 7.81

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は潜在株式がないため記載しておりません。

４.「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につい

ては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　当社グループの事業系統図は次のとおりとなっております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

（1）経営成績等の状況

①経営成績の状況

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響により依然として厳しい

状況が続いております。ワクチン接種が進む中、経済活動が正常化することが期待されますが、引続き感染症の

再拡大や長期化の懸念もあり、先行きは不透明な状況となっております。

　花き業界においては、コロナ禍におけるステイホームの長期化により、「身近に植物のある暮らし」への関心

が高まり、また環境問題に対する意識の高まりから緑の大切さや効能が注目を集め、個人需要が堅調に推移しま

した。

　一方で花きの国内生産は減少しており、物流業界の働き方改革等もあり、出荷物が大都市の卸売市場に集中す

る傾向にあります。当社は国内最大の花き卸売市場として集散機能を発揮し、地方市場との取り組みを強化し、

地域文化の継承、花文化の普及に努めてまいります。

 

　また、第１四半期連結会計期間の期首から「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月

31日）等を適用しております。花き卸売事業における受託取引等、代理人取引と判断される取引についてその売

上高の計上額をこれまで取引総額であったものから純額へと変更しております。なお、前第２四半期において当

該会計基準等を適用したと仮定して算定した売上高の前年同四半期比は17.8％増です。

　このような結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,948,767千円、営業利益84,532千円（前年同四

半期は98,180千円の営業損失）、経常利益105,577千円（前年同四半期は76,463千円の経常損失）、親会社株主に

帰属する四半期純利益71,214千円（前年同四半期は81,473千円の親会社株主に帰属する四半期純損失）となりま

した。

 

　なお、当社グループは花き卸売事業単一セグメントであるため、セグメント別の記載は行っておりません。

 

②財政状態の分析

　当第２四半期連結会計期間末における資産合計は8,474,673千円となりました。流動資産は前連結会計年度末に

比べ298,883千円減少し3,598,749千円、固定資産は前連結会計年度末に比べ140,616千円減少し4,875,924千円と

なりました。流動資産の主な内訳は、現金及び預金1,744,974千円、売掛金1,673,766千円、固定資産の主な内訳

は建物及び構築物2,749,146千円です。

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は3,887,492千円となりました。流動負債は前連結会計年度末に

比べ311,696千円減少し1,834,098千円、固定負債は前連結会計年度末に比べ148,140千円減少し2,053,394千円と

なりました。流動負債の主な内訳は、受託販売未払金1,007,204千円、固定負債の主な内訳は長期借入金

1,132,758千円です。

　純資産は前連結会計年度末に比べ20,337千円増加し4,587,180千円となりました。これは剰余金の配当50,876千

円、親会社株主に帰属する四半期純利益71,214千円の計上によるものです。

 

③キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比

較して151,373千円増加し1,744,974千円となっております。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下のとおりであります。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果得られた資金は、388,827千円（前年同四半期は98,929千円の増加）となりました。主な増加要

因は、売上債権の減少473,740千円、減価償却費126,977千円、税金等調整前四半期純利益105,577千円であり、主

な減少要因は、仕入債務の減少333,053千円によるものです。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
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　投資活動の結果使用した資金は、16,205千円（前年同四半期は28,367千円の使用）となりました。減少要因

は、有形固定資産の取得による支出20,309千円、無形固定資産の取得による支出16,224千円であり、主な増加要

因は貸付金の回収による収入18,327千円によるものです。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、221,248千円（前年同四半期は221,457千円の使用）となりました。これは主

に長期借入金の返済による支出161,904千円、配当金の支払50,815千円によるものです。

 

（2）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

　前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の重要な会計方針及び見積りの記載について重要な変更はありません。

　なお新型コロナウイルス感染症は経済、社会活動に広範囲な影響を与える事象であり、当社グループに及ぼす影

響や今後の広がり方、収束時期を合理的に予測することは困難であります。

　当社グループは現時点で入手可能な情報を踏まえ、2022年３月期の一定の期間にわたり当該影響が継続するもの

と仮定し、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っておりますが、将来の不確実性が当社グループが

行った会計上の見積りや結果に影響を与える可能性があります。

 

（3）経営方針・経営戦略等

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

　当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

 

（5）研究開発活動

　該当事項はありません。

 

（6）経営成績に重要な影響を与える要因

　当社グループの経営成績に重要な影響を与える主な要因として、天候と生産コスト上昇や生産者の高齢化による

生産減による影響があります。

　花きの商品価値は供給・需要双方で天候の影響を受けます。天候により需給バランスが崩れ取引量や取引価格に

影響する場合には、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

　また、原油高により暖房費や資材費、物流費といった生産コストが上昇すると、生産農家の経営が圧迫され、花

きの生産量を減少させる要因となり得ます。

　これらに対し当社グループは、需給双方への情報発信を強化し安定的均衡を図るとともに、中央中核市場である

大田花きを中心とした集散機能を発揮し、コストを抑えた効率的な物流に取り組みます。

 

（7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金状況は、営業活動によって388,827千円の資金を得て、投資活動によって16,205千円、財務活

動によって221,248千円の資金を使用しました。当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連

結会計年度末と比較して151,373千円増加し1,744,974千円となりました。

　当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品仕入資金、販売費及び一般管理費の営業費用であり、ま

た、当社グループの事業の特性上、回収、支払サイトが他業種に比べて短く、流動性は極めて高くなっておりま

す。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（2021年11月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 5,500,000 5,500,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

単元株式数

100株

計 5,500,000 5,500,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 5,500,000 － 551,500 － 389,450
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社大森園芸ホールディングス 東京都大田区大森北５丁目12番８号 1,640 32.23

東京青果株式会社 東京都大田区東海３丁目２番１号 500 9.82

小杉　圭一 東京都目黒区 480 9.43

株式会社大森園芸 東京都大田区大森北５丁目12番８号 400 7.86

柴崎　太喜一 東京都中央区 177 3.48

大田花き従業員持株会 東京都大田区東海２丁目２番１号 175 3.44

磯村　信夫 東京都大田区 160 3.14

株式会社都立コーポレーション 東京都目黒区八雲１丁目２番11号 156 3.06

株式会社南関東花き園芸卸売市場 神奈川県厚木市長沼253番３号 105 2.06

札幌花き園芸株式会社
北海道札幌市白石区流通センター７丁目

３番５号
100 1.96

株式会社花満 広島県広島市西区草津港１丁目８番１号 100 1.96

計 － 3,993 78.49

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 412,300 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 5,087,100 50,871 －

単元未満株式 普通株式 600 － －

発行済株式総数  5,500,000 － －

総株主の議決権  － 50,871 －

 

②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合(％)

株式会社大田花き
東京都大田区東海

２丁目２番１号
412,300 － 412,300 7.50

計 － 412,300 － 412,300 7.50
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２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸

表について、興亜監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,595,601 1,744,974

売掛金 ※ 2,146,721 ※ 1,673,766

商品 1,010 2,488

その他 154,299 177,519

流動資産合計 3,897,632 3,598,749

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,815,989 2,749,146

工具、器具及び備品（純額） 347,269 314,650

その他（純額） 126,437 118,870

有形固定資産合計 3,289,696 3,182,667

無形固定資産   

ソフトウエア 108,372 93,220

その他 4,265 4,265

無形固定資産合計 112,637 97,485

投資その他の資産 ※ 1,614,205 ※ 1,595,770

固定資産合計 5,016,540 4,875,924

資産合計 8,914,173 8,474,673

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 1,339,668 1,007,204

買掛金 63,900 63,644

１年内返済予定の長期借入金 323,808 323,808

未払金 119,561 72,470

未払法人税等 23,746 47,863

賞与引当金 16,080 53,300

その他 259,030 265,808

流動負債合計 2,145,795 1,834,098

固定負債   

長期借入金 1,294,662 1,132,758

退職給付に係る負債 417,673 436,689

資産除去債務 141,477 142,375

その他 347,722 341,571

固定負債合計 2,201,535 2,053,394

負債合計 4,347,330 3,887,492

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,500 551,500

資本剰余金 402,866 402,866

利益剰余金 3,963,016 3,983,353

自己株式 △350,539 △350,539

株主資本合計 4,566,843 4,587,180

純資産合計 4,566,843 4,587,180

負債純資産合計 8,914,173 8,474,673
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 11,125,715 1,948,767

売上原価 10,026,675 626,098

売上総利益 1,099,039 1,322,668

販売費及び一般管理費 ※ 1,197,219 ※ 1,238,136

営業利益又は営業損失（△） △98,180 84,532

営業外収益   

受取利息 2,415 2,117

受取配当金 8,594 9,549

持分法による投資利益 － 7,148

その他 15,185 5,259

営業外収益合計 26,196 24,074

営業外費用   

支払利息 3,668 3,029

持分法による投資損失 810 －

営業外費用合計 4,479 3,029

経常利益又は経常損失（△） △76,463 105,577

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△76,463 105,577

法人税等 5,009 34,363

四半期純利益又は四半期純損失（△） △81,473 71,214

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△81,473 71,214
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △81,473 71,214

その他の包括利益 － －

四半期包括利益 △81,473 71,214

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △81,473 71,214

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：千円）

 
前第２四半期連結累計期間
(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半

期純損失（△）
△76,463 105,577

減価償却費 137,305 126,977

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,740 37,220

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 19,033 19,015

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,486 9,483

受取利息及び受取配当金 △11,010 △11,667

支払利息 3,668 3,029

持分法による投資損益（△は益） 810 △7,148

売上債権の増減額（△は増加） △196,283 473,740

棚卸資産の増減額（△は増加） △539 △868

仕入債務の増減額（△は減少） 127,576 △333,053

未収入金の増減額（△は増加） 27,363 4,911

未払費用の増減額（△は減少） 64,824 △42,356

未払金の増減額（△は減少） △4,774 △11,575

未払又は未収消費税等の増減額 △12,498 62,289

その他 △3,635 △48,171

小計 108,602 387,404

利息及び配当金の受取額 19,171 15,927

利息の支払額 △3,668 △3,029

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △25,175 △11,475

営業活動によるキャッシュ・フロー 98,929 388,827

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 2,000

有形固定資産の取得による支出 △24,390 △20,309

無形固定資産の取得による支出 △16,765 △16,224

貸付けによる支出 △18,100 －

貸付金の回収による収入 30,887 18,327

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,367 △16,205

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △161,904 △161,904

配当金の支払額 △50,859 △50,815

リース債務の返済による支出 △8,694 △8,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △221,457 △221,248

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △150,895 151,373

現金及び現金同等物の期首残高 1,799,740 1,593,601

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,648,845 ※ 1,744,974
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【注記事項】

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、本人取引・

代理人取引の検討の結果、代理人取引に該当した花き卸売事業に係る取引の一部について、純額で収益を認識する

方法に変更しております。

　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認

識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほと

んどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。

　この結果、従来の会計処理と比較して、当第２四半期連結累計期間の売上高及び売上原価は11,192,129千円減少

しておりますが、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益には影響ありません。また、利益剰余金期首

残高に与える影響はありません。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会

計年度について新たな表示方法による組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第12号　2020年３月31日）第28-15号に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期

間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる影響はありません。

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

 
前連結会計年度
（2021年３月31日）

　当第２四半期連結会計期間
（2021年９月30日）

売掛金 52,970千円 52,970千円

投資その他の資産 49,808千円 59,291千円

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
　　至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
　　至　2021年９月30日）

給与手当 489,076千円 511,671千円

賞与引当金繰入額 40,240 53,300

退職給付費用 39,750 38,676

貸倒引当金繰入額 9,486 9,483
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は

　　次の通りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

現金及び預金勘定 1,650,845千円 1,744,974千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △2,000 ―

現金及び現金同等物 1,648,845 1,744,974

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2020年４月１日　至　2020年９月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年５月22日

取締役会
普通株式 50,876 10 2020年３月31日 2020年６月29日  利益剰余金

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年５月28日

取締役会
普通株式 50,876 10 2021年３月31日 2021年６月28日  利益剰余金

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社グループは、花き卸売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（収益認識関係）

　当社グループは、花き卸売事業の単一セグメントであり、主要な顧客との契約から生じる収益を分解した情報

は、以下のとおりであります。

 

　当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

取扱品目別 売上高（千円） 構成比（％）

受託品（切花） 1,113,973 57.2

受託品（鉢物） 57,018 2.9

買付品 609,730 31.3

その他 168,043 8.6

顧客との契約から生じる収益 1,948,767 100.0

その他の収益 ― ―

外部顧客への売上高 1,948,767 100.0

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

１株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損

失（△）
△16円01銭 14円00銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社

株主に帰属する四半期純損失（△）（千円）
△81,473 71,214

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失

（△）（千円）

△81,473 71,214

普通株式の期中平均株式数（千株） 5,087 5,087

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年11月11日

株式会社大田花き

取締役会　御中

 

興亜監査法人

東京都千代田区

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 柿原　佳孝

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 近田　直裕

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社大田花

きの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社大田花き及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における執行役及び取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と
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認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項

について報告を行う。

　監査人は、監査委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査

人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じてい

る場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

以　上

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しております。

　　　　２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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